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令和２年度杉戸町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，２６５，０００千円と定める。

２

よる。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　令和２年２月１３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　杉戸町長　古　谷　松　雄　　　　　

令 和 ２ 年 度 杉 戸 町 一 般 会 計 予 算

  (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る

　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」に

  予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

－　 －1



－　 －2



－　 －3



－　 －4



－　 －5



農 業 近 代 化 資 金 令 和 ２ 年 度 か ら 　融資機関が農業者等に対し融資した場合に
利 子 補 給 おいて「杉戸町農業近代化資金利子補給要綱」

（令和２年度分） 令和２１年度まで に基づき利子補給することとなる額

保 健 セ ン タ ー 令 和 ２ 年 度 か ら
49,791

空 調 機 借 上 料 令和１２年度まで

旧 杉 戸 小 学 校 跡 地 令 和 ２ 年 度 か ら
民 間 活 力 導 入 ア ド 25,000
バイザリー業務 委託 令 和 ３ 年 度 ま で

都 市 計 画 マ ス タ ー 令 和 ２ 年 度 か ら
プラン及び立地適正化 30,899
計 画 策 定 業 務 委 託 令 和 ３ 年 度 ま で

給食センター調 理等 令 和 ２ 年 度 か ら
　給食センター調理等業務委託に要する額

業 務 委 託 令 和 ７ 年 度 ま で

期     間

第 ２ 表      債  務  負  担  行  為

事     項

（単位：千円）

限     度     額

－　 －6



杉戸屏風深輪産業団
地 整 備 事 業 債

30,000 同 上 同　　　上 同　　　上

道 路 舗 装 補 修
事 業 等 債

25,800

雨 水 対 策
整 備 事 業 債

194,900

同　　　上
東 口 通 り 線
整 備 事 業 債

18,300 同 上 同　　　上

同　　　上

地上系防災行政無線
施 設 再 整 備 事 業 債

起 債 の 目 的 限 度 額

247,700
防災行政無線デジタ
ル 化 整 備 事 業 債

6,000

同　　　上

臨 時 財 政 対 策 債 527,000

第 ３ 表 地     方     債
（単位：千円）

同 上

同　　　上

償  還  の  方  法利    率起債の方法

普通貸借
又 は
証券発行

同　　　上

　５．０％以内（た
だし、利率見直し方
式で借り入れる資金
について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはそ
の融通条件により、銀行
その他の場合はその債権
者と協定した融通条件に
よる。ただし、町財政の
都合により据置期間を短
縮し、若しくは繰上償還
又は低利に借り替えるこ
とができる。

同 上 同　　　上

同 上 同　　　上

同 上 同　　　上 同　　　上

橋 り ょ う 補 強
補 修 事 業 債

70,800 同 上 同　　　上 同　　　上

－　 －7





 

 

 

 

 

 
 

令 和 ２ 年 度 
 

 

 

 
 

杉戸町一般会計予算に関する説明書 
 

 





－　 －11
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（単位：千円）

本年度予算額 構成比 前年度予算額 構成比 比 較 増減率

(％) (％) (％)

1 人 件 費 22.9 21.4 13.2

2 物 件 費 18.1 20.4 △ 6.5

3 維 持 補 修 費 0.8 0.9 △ 3.0

4 扶 助 費 17.0 17.0 6.1

5 補 助 費 等 12.0 9.5 33.7

6 普 通 建 設 事 業 費 11.8 10.5 18.5

補 助 事 業 5.6 4.1 45.4

単 独 事 業 6.2 6.4 1.5

7 災 害 復 旧 事 業 費 0.0 0.0 0.0

8 失 業 対 策 事 業 費 0.0 0.0 0.0

9 公 債 費 8.0 8.0 5.8

10 積 立 金 0.0 0.0 2,688.6

11 投 資 及 び 出 資 金 0.0 0.0 0.0

12 貸 付 金 0.0 0.1 △ 96.5

13 繰 出 金 9.2 12.0 △ 19.0

14 前年度繰上充用金 0.0 0.0 0.0

15 予 備 費 0.2 0.2 0.0

100.0 100.0 5.8

区 分

性  質  別  歳  出  予  算  内  訳  表

1,567,521

1,591,311

2,259,825

106,085

3,038,014

2,392,486

354,537

△165,828

0

合 計

1,224,361

301

0

727,00012,538,000

745,782

0

0

1,061,415

3,681

△286,904

0

0

1,003,563 57,852

2,558,314

0

8,501

809,939

232,691

13,265,000

20,000

0

244,491

401,091

129,669

0

0

821,739

0

132

1,511,265

0

513,091

20,000

△3,257

△8,200

11,800

0

3,549

2,683,477

109,342

2,130,156

1,190,220

1,323,030

－　 －14
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2　一般職

（１）　　総括

報　　酬 給　　料 職員手当 計

本
年
度 )

0 1,158,957 716,127 1,875,084 395,610 2,270,694

前
年
度 )

59,504 1,157,945 728,384 1,945,833 401,117 2,346,950

比
　
較 )

△ 59,504 1,012 △ 12,257 △ 70,749 △ 5,507 △ 76,256

管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任

手当
特殊勤務

手当
時間外

勤務手当

33,900 28,782 73,308 12,348 17,069 0 0 45,211

32,460 29,208 73,173 12,483 15,695 0 0 67,118

1,440 △ 426 135 △ 135 1,374 0 0 △ 21,907

休日勤務
手当

夜間勤務
手当

日直手当
管理職員特
別勤務手当

期末手当 勤勉手当 児童手当

0 0 0 0 280,783 208,756 15,970

0 0 0 0 281,695 200,117 16,435

0 0 0 0 △ 912 8,639 △ 465

(単位：千円)

前 年 度

区　　分

    ※（　　）内は、短時間勤務職員数について外書きするものである。

本 年 度

比　　較

(単位：千円)

区
　
分

職　員　数

　　　　（人）

前 年 度

職
　
　
員
　
　
手
　
　
当
　
　
の
　
　
内
　
　
訳

合　　計共　済　費
給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

区　　分

比　　較

本 年 度

314

(7

349

(11

△35

（△4

備　　考
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区 分 増 減 額 説    明  備      考

給　料 1,012 1,780 ・

14,174

△14,942 ・

職員手当 △12,257 5,542 ・

△17,799 ・ ・管理職手当　　1,440千円
・扶養手当　　　▲426千円
・地域手当　　　　135千円
・住居手当　　　▲135千円
・通勤手当　　　1,374千円
・時間外勤務手当
             ▲24,718千円
・期末手当　　　▲912千円
・勤勉手当　　　3,097千円
・児童手当　　　▲465千円

・時間外勤務手当（統計調
査事務）　　　　1,731千円
・時間外勤務手当（幼保無
償化関係）　　  1,080千円

（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

増 減 事 由 別 内 訳

千円 千円

給与改定
に伴う増
減分

　給与改定の状況
　前年度
　　平均給与改定率 0.18％
　　給与改定の実施時期
　　　　平成31年4月1日

給与改定に伴う増分

1,780千円

職員数の変動等に係る増減分

△17,799千円

制度改正に伴う増分

5,542千円

制度改正
に伴う増
減分

職員数の変動等に係る増減分

△14,942千円

その他の
増減分

その他の
増減分

千円 千円

千円

千円

昇給に伴
う増加分

・平均昇給間差額×
　昇給職員数×12ヶ月

　4,073円×290人×12ヶ月
　=14,174千円

・平均昇給率　1.32％

・昇給職員数　290人
（昇給日 令和2年1月1日）

千円

・勤勉手当
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（３） 給料及び職員手当等の状況

級 級

５ 級 （0） （0） ３ 級 0 （0） （0）

４ 級 （0） （0） ２ 級 0 （0） （0）

３ 級 （0） （0） １ 級 0 （0） （0）

２ 級 （0） （0）

１ 級 (8) (100)

計 (8) (100) 計 0 （0） 0 （0）

５ 級 （0） （0） ３ 級 1 （0） （0）

４ 級 （0） （0） ２ 級 0 （0） （0）

３ 級 （0） （0） １ 級 0 （0） （0）

２ 級 （0） （0）

１ 級 (8) (100)

計 (8) (100) 計 1 （0） 100 （0）

※　（　）内は、短時間勤務職員数及び構成比について外書きするものである。

100.0

0.0

0.0

人

14.2

24.0

0.0

0.0

0.0

％

100

29.2

71

45

24

89

305

76

87

304

24

43

73

77

令和　2年
1月1日現在

高　校　卒
150,600 150,600

   ウ 級別職員数

円　 円　

182,200 182,200

円   

技 能 労 務 職

円   

-

平均給料月額

平均給与月額

歳   

-

歳   

42.51

平成31年
1月1日現在

歳   

円   

304,700

円   

322,982

人 ％

歳   

円   

円   

350,613

   イ 初 任 給

区    分 一 般 行 政 職
国  の  制  度

一 般 行 政 職

大　学　卒

職員数
％ 人

構成比

100

25.3

28.6

7.9

％

14.7

23.3

24.9

7.9

人

   ア 職員1人当たりの給料

区          分

令和　2年
1月1日現在

平均給料月額

平均給与月額

平 均 年 齢

平 均 年 齢

区   分

42.05

一 般 行 政 職

351,511

円   

310,447

円   

技 能 労 務 職

職員数 構成比

平成31年
1月1日現在

60.08

一 般 行 政 職

-

311,684

円　 円　
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（３） 給料及び職員手当等の状況 （級別の標準的な職務内容）

※　（　）内は、短時間勤務職員の標準的な支給率を記載するものである。

※　（　）内は、短時間勤務職員数について外書きするものである。

差  異  の  内  容

町外の借家、借間に居住している場合、月額16,000円を上限額とする
町内に住宅を所有し、居住している場合、月額3,000円とする住 居 手 当

通 勤 手 当

異

同

 ク その他の手当

区  分

扶 養 手 当

国の制度との異同

同

支給対象職員の比率
(平成31年1月1日現在)

0.000% 0.000%

代表的な特殊勤務手当の名称

給料総額に対する比率 0.000% 0.000%

支給対象職員数 314人(7人)

国の指定基準に基づく支給率 6 ％

 キ 特殊勤務手当

区  分 全 職 種
代  表  的  な  職  種

清掃作業員

支給対象地域 全  地  域

支 給 率 6 ％

国の制度
(支給率等)

定年前早期
退職特例措置

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

支給率等
定年前早期

退職特例措置
埼玉県市町村
総合事務組合

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

 カ 地域手当

 オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区  分
20年勤続

の者(月分)
25年勤続

の者(月分)
35年勤続

の者(月分)
最 高 限 度

国の制度 2.250(1.175) 2.250(1.175) 4.50(2.35)

その他の
加算措置等

有

備  考
(月分)

前 年 度 2.225(1.175) 2.225(1.175) 4.45(2.35) 有

本 年 度 2.250(1.175) 2.250(1.175) 4.50(2.35) 有

 エ 期末手当・勤勉手当

区  分
支給率計 職制上の段階、

職務の級等
による加算措置

備  考
6月(月分) 12月(月分) (月分)

支 給 期 別 支 給 率

職  務 課  長 主  幹 主  査 主  任 主　事

級 5  級 4  級 3  級 2  級 1  級
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3　会計年度任用職員

（１）　　総括

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

本
年
度 )

245,799 61,696 48,073 355,568 61,808 417,376

前
年
度

- - - - - -

比
　
較 )

245,799 61,696 48,073 355,568 61,808 417,376

地域手当 通勤手当
費用弁償

(旅費)
時間外

勤務手当
期末手当

3,704 1,404 7,970 50 34,945

- - - - -

3,704 1,404 7,970 50 34,945

（2）　　期末手当

（3）　　地域手当

備　　考共　済　費
給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

区　　分

(34

 -

232

（34

区　　分

本 年 度

前 年 度

国の制度

(単位：千円)

本 年 度

 ※（　　）内は、フルタイム会計年度任用職員数について内書きするものである。

(単位：千円)

比　　較

職
　
員
　
手
　
当
　
等
　
の
　
内
　
訳

区
　
分

職　員　数

　　　　（人）

前 年 度

合　　計

1.300

支給率計
（月分）

2.60

    ※パートタイム会計年度任用職員については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する額を
　　　報酬に含む

国の指定基準に基づく支給率 6%

-

2.60

備考
支給期別支給率

6月(月分)

1.300

-

1.300

12月(月分)

1.300

-

支給対象地域 全地域

支給率 6%

支給対象職員数 34人
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令 和 ２ 年 度 

杉戸町国民健康保険特別会計予算書 





令和２年度杉戸町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，０４０，８３７千円と定める。

２

よる。

（一時借入金）

第２条

２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　令和２年２月１３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　杉戸町長　古　谷　松　雄

令 和 ２ 年 度 杉 戸 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

　 (1)　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」に

   これらの経費の各項の間の流用

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
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令 和 ２ 年 度 
 

 

 

 
 

杉戸町国民健康保険特別会計予算に関する説明書 
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1　特別職　

報酬 計

本年度 15 372 372

前年度 15 372 372

比較 0 0 0

2　会計年度任用職員

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

本
年
度 )

913 0 20 933 0 933

前
年
度

- - - - - -

比
　
較 )

913 0 20 933 0 933

地域手当 通勤手当
費用弁償

(旅費)
時間外

勤務手当
期末手当

0 0 20 0 0

- - - - -

0 0 20 0 0比　　較

職
員
手
当
等
の
内
訳

区
　
分

職　員　数

　　　　（人）

前 年 度

(単位：千円)

本 年 度

    ※（　　）内は、フルタイム会計年度任用職員数について内書きするものである。

(単位：千円)

合　　計 備　　考共　済　費
給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

区　　分

1

(0

       -

1

（0

給与費明細書

職員数
（人）

給与費
区分

国民健康保険
運営協議会

委員

(単位：千円)

備考
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令 和 ２ 年 度 
 

 

 

 
 

杉戸町後期高齢者医療特別会計予算書 
 

 





　令和２年度杉戸町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５９３，６７１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」に

　よる。

　　令和２年２月１３日提出

杉戸町長　古　谷　松　雄

令 和 ２ 年 度 杉 戸 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算
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令 和 ２ 年 度 
 

 

 

 
 

杉戸町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書 
 

 





－　 －317



－　 －318



－　 －319



－　 －320



－　 －321



－　 －322



－　 －323



－　 －324



－　 －325





 

 

 

 

 

 
 

令 和 ２ 年 度 
 

 

 

 
 

杉戸町介護保険特別会計予算書 
 

 





　（歳入歳出予算）

第２条　地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

　額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（１）総務費及び保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における

　同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和２年２月１３日提出

杉戸町長　古　谷　松　雄

　よる。

　（歳出予算の流用）

令 和 ２ 年 度 杉 戸 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

　令和２年度杉戸町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，０９９，６８３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」に
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令 和 ２ 年 度 
 

 

 

 
 

杉戸町介護保険特別会計予算に関する説明書 
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1　特別職　

報酬 計

本年度 15 3,915 3,915

前年度 15 3,840 3,840

比較 0 75 75

2　会計年度任用職員

（１）　　総括

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

本
年
度 )

12,805 0 1,960 14,765 3,335 18,100

前
年
度

- - - - - -

比
　
較 )

12,805 0 1,960 14,765 3,335 18,100

地域手当 通勤手当
費用弁償

(旅費)
時間外

勤務手当
期末手当

0 0 395 0 1,565

- - - - -

0 0 395 0 1,565

（2）　　期末手当

国の制度 1.300 1.300 2.60

前 年 度 - - -

本 年 度 1.300 1.300 2.60

区　　分
支給期別支給率 支給率計

（月分）
備考

6月(月分) 12月(月分)

比　　較

職
員
手
当
等
の
内
訳

区
　
分

職　員　数

　　　　（人）

前 年 度

(単位：千円)

本 年 度

    ※（　　）内は、フルタイム会計年度任用職員数について内書きするものである。

(単位：千円)

合　　計 備　　考共　済　費
給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

区　　分

11

(0

       -

11

（0

給与費明細書

職員数
（人）

給与費
区分

介護認定
審査会委員

(単位：千円)

備考
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